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欧州における特許制度の強化 

Enhancing the patent system in Europe  
 

 欧州共同体委員会＊

 

米国や日本と比較して，異なる法制度を有する27の国家からなるEUでは，特許出願及び紛争解決に要する翻

訳費用及び訴訟費用の問題が，イノベーションに対する重大な障壁となっていると認識されている。 
こうした状況の中，2007年4月3日，欧州共同体委員会が，欧州議会及び欧州理事会宛てに「欧州における特許

制度の強化」と題するコミュニケーションペーパーを公表した。本文書は，特許がイノベーション促進の原動力

であるという認識の下，共同体特許の実現，及び既存の特許訴訟制度の改善を中心として，欧州における特許制

度の改革のための課題に関する同委員会のビジョンを示したものである。本文書の作成に当たっては，2006年に

大規模な協議が開催されており，そこで寄せられた利害関係者の意見も反映されている。本文書の最大の関心は

統合裁判管轄制度の創設の可否及びその内容であるが，他にも特許の質の向上や中小企業支援等，現行特許制度

が抱える問題点を取り扱っている。 
本文書には，本文に続いて付属書がI～Ⅳまで付されているが，本誌では本文のみを紹介する。なお，本文書

の英語全文は，EUR-Lex（http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0165:FIN:EN:PDF）にて

参照可能である。 

 

１．序文 
知的財産権，とりわけ特許は，競争力に大き

く貢献する技術革新に関連しているため，「成長

及び雇用のための新リスボン戦略」の主な要素

は，欧州における知的財産権（IPRs）の取扱い

方法を改善することである。 

特許は技術革新，成長及び競争力を促進する

ための推進力である。八加盟国1の発明者一万人

を対象とした調査に基づき欧州共同体委員会が

最近行った特許の価値に関する研究2は，特に特

許の金銭的価値，特許の経済的及び社会的影響，

特許ライセンス，起業のための特許の使用，特

許間の関係，研究開発及び技術革新について評

価している。加盟国及び産業分野間における違

いは存在するものの，検討の対象となった加盟

国全体の「特許プレミアム3」は，1994年から1996

年には国内総生産の1%に達し，2000年から2002

年では国内総生産の1.16%に達している。 

 さらに，知的財産権の使用と望ましい技術革

新能力との間には相関関係が存在することが指

摘されている。この推定の下，高い技術革新能

力を有する国は，一般的に，高い特許取得水準

と，意匠権や商標権等のその他の権利の使用を

特徴とする4。この相関関係は分野レベルで確認

されており，多くの特許が付与されている分野

ほど革新性が高い。 

 特許の単一市場は依然として不完全である。

度重なる各国首脳及び政府の呼びかけにもかか

わらず，欧州は共同体全体にわたる入手可能な

単一特許を作り出せずにいる。欧州特許庁

（EPO）の支援の下で既存の欧州特許制度の改

善を目指して政府間の枠組みレベルの取組が並

行して進められているものの，その進展は遅い。 

 特許の断片的な単一市場は，米国や日本，そ

して中国等の新興経済大国の挑戦に対する欧州 

 
＊ （独）工業所有権情報・研修館 特許研究室 特許研

究調査員 田上 麻衣子（訳） 
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の競争力にとって深刻な影響を持つ。特許活動

の点で，欧州連合（EU）は米国と日本に遅れを

とっている。欧州においてさえ，米国と日本の

特許件数はEUより多く，EUからのEPO特許件

数は人口100万人当たり137件であるのに対して，

米国及び日本からの件数はそれぞれ143件及び

174件である。本拠における重大な特許件数の不

足は，米国，EU及び日本のいわゆる三極におけ

る特許出願が少ないことを意味する。欧州は人

口100万人当たり33件の三極特許を有するのに

対し，米国は48件，日本は102件である。したが

って，米国と日本の件数はEUよりもそれぞれ

45%及び209%多いことになる 5。三極特許は最

も貴重な特許であり，技術革新に関する最良の

特許指標であるとみなされているため，このこ

とは特に懸念すべき点である6。

 最近の研究により，処理費用及び翻訳費用を

考慮した場合，13か国を指定する欧州特許は，

米国特許の11倍，日本特許の3倍の費用がかかる

ことも明らかになった。最高20年までの保護に

伴う総費用に関しては，欧州特許は日本及び米

国の特許の9倍近い費用がかかる。特許請求項に

重点を置いて分析した場合，費用の違いはさら

に高くなる7。 

 ますます競争が激化する今日の世界経済にお

いて，特許政策のような重要な技術革新分野で

地盤を失うことはEUにとって耐えられないこ

とであると本委員会は考えている。このために，

またこの行き詰まりを打破するための新たな努

力において，本委員会は2006年1月に欧州におけ

る特許政策の将来に関する幅広い協議を開始し

た。この協議の目的は，既存の特許制度，及び

21世紀に真に値する欧州の特許制度について，

利害関係者の見解を追求することである。協議

には，欧州の特許制度利用者からこれまでにな

い関心が寄せられ，事実上，すべての経済分野

の中小企業を含む企業，加盟国，並びに研究者

及び学者から2,515件の回答を得た8。 

 協議の結果から，審査及び付与並びに訴訟を

含む付与後の手続に関して，簡単で費用効果の

高い高品質の「ワン・ステップ・ショップ」特

許制度を欧州で実現するための行動をとる必要

が差し迫っていることは確かである。 

 多くの利害関係者は，リスボン戦略の下で欧

州産業に最も付加価値を生み出すアプローチと

して，引き続き共同体特許を支持している。し

かし，彼らは高い翻訳処理費用及び提案された

裁判管轄制度の過剰な中央集権化を理由に，

2003年に採択された欧州理事会の「共通政治ア

プローチ」9を非難している。 

 欧州特許条約（EPC）の枠組み内での既存の

欧州特許制度の改正については，多数の利害関

係者がロンドン協定10の速やかな批准と欧州特

許訴訟協定（EPLA）の採択を支持している。 

 しかしながら，国内特許の相互承認を必要と

する実体的な特許法又は制度の（さらなる）ハ

ーモナイゼーションへの支持は，目下のところ

非常にわずかである。 

 欧州が技術革新の最先端となることを望むの

であれば，改善された特許戦略は不可欠である。

本文書の第一部分は，共同体特許の創設及び効

果的なEU全体にわたる特許裁判管轄の確立に

重点を当てている。多くの利害関係者は，特許

に関する裁判管轄制度の改善を，第一に取り組

むべき最重要課題であると考えている。EU全体

の特許裁判管轄制度に係る取組は，手頃で法的

に確実な共同体特許の創設の進展への道を開く

上で役立つだろう。本委員会は，本文書で行わ

れている提案が，2004年以降行き詰まりをみせ

ている交渉の再開に貢献することを望んでいる。
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この提案は協議を契機として議論を開始し，前

向きなコンセンサスの形成のために努力するこ

とを目指している。 

 しかしながら，他の特許問題も対処すべきで

あることは明らかである。効果的であるために

は，特許制度を全体として考慮する必要がある。

したがって，本文書の最終章は，特許の質及び

費用，中小企業への支援，知識の移転，並びに

裁判外紛争解決手段，特許訴訟保険及び権利行

使の国際的側面を含む権利行使問題等の課題に

取り組む。 

 2006年12月11及び2007年3月12の欧州理事会に

よる要請に加え，本委員会は2008年上旬までに

包括的なIPR戦略文書を提示する方針である。

IPR戦略文書は，本文書を補完し，商標，意匠，

著作権，地理的表示，特許及び権利行使を含む，

すべての知的財産分野における，主な未解決の

非法律問題及び水平的な問題に対処することに

なる。 

 

２．共同体特許及び特許のための統合

裁判管轄制度 

2.1. 共同体特許 

 本委員会は，単一の共同体特許の創設は欧州

にとって主要目標であり続けるとの考えを有し

ている。共同体特許は依然として，欧州が特許

及び技術革新の分野で直面している課題に対す

る最も手頃で法的に確実な対策となり得る解決

法である。統計データは，総費用（翻訳，登録

料等）に照らして，共同体特許は現在の欧州特

許制度に基づくモデルよりもはるかに魅力的で

あることを示している13。 

 理事会の2003年の「共通政治アプローチ」は，

今回の協議において主に二つの理由，すなわち，

不適切な裁判管轄協定及び不十分な言語制度に

より，利害関係者によって非難されている。し

かし，本委員会は，真に競争的かつ魅力ある共

同体特許は，それを行う意思を有する政治が存

在するならば実現され得ると考える。 

 利害関係者は過度に中央集権化された裁判管

轄について特に異議を表明している。これらの

懸念は，以下の段落で取り扱うEU全体にわたる

特許裁判管轄制度に係る取組において考慮され

るべきである。 

 翻訳費用について，本委員会は，利害関係者

の大部分が共同体特許の全請求項をEUのすべ

ての公用語（現在23か国語）に翻訳することを

予定している欧州理事会の「共通政治アプロー

チ」を非難している点に留意している。他方で，

一部の利害関係者は請求項だけでなく，明細書

の翻訳も支持する主張を行っている。その多く

は，協定の信頼できる基礎として委員会の最初

の案を支持している。本委員会は，効果的な解

決法を見つけることは可能であるはずであると

考えており，すべての当事者，特に中小企業の

ために，法的確実性を高めると同時に，共同体

特許の翻訳費用を削減することを目的として，

言語制度を改善する方法を加盟国と検討する予

定である。考えられる選択肢には，中小企業を

対象とする費用削減又は翻訳要件における柔軟

性を許容する制度を含むだろう14。 

 

2.2. 単一市場における特許のための統合裁判

管轄制度 

2.2.1. 欧州における特許訴訟の不足 

各国の国内裁判所には，特許訴訟を扱う際に国

境を越えた規模で問題を検討することがますま

す求められている。ビジネスの国際化は，特許

訴訟の国際化と密接に関係している。このこと

は，特に欧州の単一市場に当てはまる。 
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 1978年以降（2005年までに），EPOは約80万件

の欧州特許を付与し，その多くは依然として欧

州で有効である 15。EPOは特許の付与について

単一手続を取っている。しかし，一度付与され

ると欧州特許は国内特許になり，出願時に指定

されたEPO締約国の国内法の対象となる。欧州

特許は単一の権利ではなく，複数の各国特許の

束である。現在，一国の国境を超える問題を提

起する欧州特許に係る紛争のための単一の裁判

管轄は存在しない。「束になった」欧州特許に関

連するあらゆる侵害，無効反訴又は取消措置は，

様々な国内法及び国内手続の対象となりうる。 

 その結果，請求人と被告は，同一の特許問題

に関していくつかの加盟国で複数の訴訟を行う

リスクを負う。いくつかの国に付与された欧州

特許を行使するために，特許権者はその居住国

で被疑侵害者を訴えるか，又は異なる国の国内

裁判所で並行して複数の侵害訴訟を行う必要が

あるだろう。一方で，個々の被告は複数の国で

提出されたのと同様の措置を執ることで自らを

擁護することを余儀なくされる場合があるが，

これは特に中小企業にとってリスクが高く，厄

介である。欧州特許の取消しを行うには，競業

者又はその他の利害関係者は，その欧州特許が

付与されたすべての国において取消訴訟を提起

しなければならない。 

 複数の特許訴訟の危険性を伴う既存の制度に

は，欧州における特許制度を弱体化し16，特に

中小企業にとって特許を魅力のないものにする

いくつもの要因がある。 

 まず，既存の制度はすべての当事者にとって

費用がかかる。訴訟が開始されたすべての国で，

地元の弁護士及び専門家を雇い，訴訟費用を支

払わねばならない。このことは大手企業にとっ

ては必ずしも問題ではない。しかし，多くの中

小企業や個人発明家にとって，訴訟費用は法外

なものとなり得る。これらの当事者は，特許の

取得にかなりの金額を投資している可能性があ

るが，侵害に対してその特許を行使することが

できない。これは特許からあらゆる実用的価値

を失わせる可能性がある。 

 さらに，各国の裁判制度及び裁判所が特許事

案を扱う方法にはかなりのばらつきが存在する。

各国特許訴訟における違いを示す良い例を挙げ

ると，ドイツでは第一審及び第二審レベルでは

侵害訴訟と特許取消訴訟とは分けられており，

英国，フランス及びオランダなどのその他の国

では，同じ裁判所が無効訴訟と侵害訴訟の両方

を審理する権限を有する。結果として，複数の

特許訴訟は，国によって多様であったり，又は

矛盾した結果がでる可能性さえある17。最近，

権利行使指令 18の下でIPR侵害分野における措

置，手続及び救済策に係るハーモナイゼーショ

ンが行われたものの，実際の証拠の収集，反対

尋問，審理，専門家の役割等のハーモナイズさ

れていない問題が原因で，各国の手続及び実務

に依然として重大な違いが存在する。 

 利害関係者は，特に，各国裁判官の資格及び

経験に関する違いを指摘している。一部の国で

は特許事案だけを扱う限定された裁判所が存在

するが，他の国ではそのような専門性は存在し

ない。今回の協議では，これらの違いがフォー

ラム・ショッピングを増加させていると指摘さ

れた。当事者は，他国よりも有利に扱われるこ

とを理由として，一つの裁判管轄で訴訟を始め

ることを選ぶ。費用（第2.2.2項を参照）及び処

理速度の違いが，裁判所選択にかなりの影響を

及ぼす。 

 これは，特許性のある主題及び欧州特許によ

って与えられる保護の範囲等のEPCに規定され
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た重要事項に関連する実体的な特許法が，異な

って適用及び解釈される可能性を伴う。加えて，

国境を越えた差止め命令を得るのは困難である。

欧州裁判所（ECJ）の最近の判例は，同じグル

ープに属すが，様々なEU加盟国で設立されてい

るいくつかの企業によって行われた侵害に対し，

国内裁判所が措置を講じる可能性を制限してい

る19。 

 このような事案に係る実体的な判断が異なる

ことで，特許手続に関与するすべての当事者に

とって法的確実性が失われる。この不確実性は，

多くの場合，様々な裁判管轄で対処されるいく

つかの訴訟事件の起こりうる結果に関する複雑

な評価に基づいて行うことを余儀なくされる特

許製品の投資，生産及びマーケティングに係る

重要な経営面での意思決定に影響をもたらす。 

 

2.2.2. EUにおける各国特許訴訟制度：事実，

数字及び費用 

特許訴訟統計 

 各加盟国における特許訴訟活動を評価する際

の一つの問題は，比較可能な統計データが発表

されていないことである。しかし，利用可能な

情報によると，共同体における現行の特許訴訟

の90%以上がまさに四加盟国（ドイツ，フラン

ス，英国及びオランダ）で行われていることが

わかる。さらに，利用可能な2003年から2006年

の数字から，年平均1,500件から2,000件の特許侵

害訴訟及び無効訴訟が第一審特許裁判所で提起

されており，その60%から70%が欧州特許に関

連するものであることが分かる。本委員会は，

独自の調査に基づき，特許裁判所による第一審

判決の20%から25%が控訴されると推定してい

る。多くの国内裁判所で起こされている特許訴

訟事件の件数が少ないことから，各加盟国レベ

ルで専門裁判所を設ける動きがあるという点に

も留意すべきである。利用可能な統計データか

らは，欧州特許及び共同体特許に関して，特に

第二審レベルで侵害訴訟及び無効訴訟を審理す

る二つの裁判所制度を構築しなければならない

ほどの訴訟事件件数にはなりそうもないことが

分かる。 

 

費用 

 EUにおける特許訴訟は，関与するすべての当

事者にとって不必要に高い。この問題は大企業

にとっては中小企業や個人発明家ほど深刻では

ないが，中小企業や個人投資家にとって，訴訟

費用は法外なものとなり得る。さらに，米国及

びEUにおける研究は，中小企業は訴訟に巻き込

まれるより大きなリスクに直面することを実証

している20。潜在的な訴訟費用は，特許を受け

る研究開発，さらには技術革新それ自体に関す

るリスクを実質的に高める可能性がある。した

がって，我々の特許戦略は中小企業の訴訟費用

の削減を伴わねばならない。 

 訴訟費用は，手続の種類，事案の複雑性，技

術分野及び紛争における請求額によって著しく

異なる。訴訟費用には，裁判所費用，弁護士，

特許弁理士又は特許専門家の費用，証人の費用，

技術的調査及び控訴に係る費用が含まれる。海

外裁判管轄での手続には，翻訳費用を加算しな

ければならない。欧州における国内裁判所制度

間の違い，さらにほとんどの国における訴訟費

用（特に弁護士費用）に関する信頼できるデー

タが欠如していることで，特許訴訟費用を評価

することが困難となっている。付属書IVに提示

されている費用概算は，EPLAの取組過程で作成

されたものであり21，特許訴訟保険に関して最

近発表された本委員会の研究によって補完され
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ている22。本概算は実務家から提供された情報

に基づくものである。この概算は，現在最も多

くの特許訴訟が提起されている加盟国に関する

ものである。数字は加盟国によって著しく異な

る。 

 ドイツでは，紛争における平均総額がおよそ

25万ユーロの特許事案に関する各当事者の総費

用は，有効性及び侵害の両方について，第一審

で約5万ユーロ，第二審で約9万ユーロであると

推定される。フランスでは，上記範囲内の特許

事案の平均費用は，第一審で5万から20万ユーロ，

第二審で4万から15万ユーロである。オランダで

は，平均的な特許事案の推定費用は，第一審で6

万から20万ユーロ，第二審で4万から15万ユーロ

と異なる。英国では，類似の事案の費用は，第

一審で15万（迅速手続）から150万ユーロ，第二

審で15万から100万ユーロである23。これは，こ

れら四加盟国における累積並行訴訟費用が，第

一審で31万から195万ユーロ，第二審で32万から

139万ユーロと異なることを意味する。 

 束となった特許に係る訴訟が三か国を超える

加盟国で提起されることはめったにないことを

考えれば，上述の加盟国にとって，統一特許裁

判管轄の潜在的な金銭的利益は，関連する三つ

の裁判管轄における訴訟を伴う複数の特許紛争

の費用計算に基づいて評価することができる。 

 他方で，一つの欧州特許裁判所での訴訟に要

する推定総費用は，第一審で9万千から41万5千

ユーロ，第二審で8万3千から22万ユーロと異な

る24。これら四加盟国のうちどの三か国が検討

されるかによって，統一特許裁判管轄によって

審理される平均的な事案の費用は，今日の並行

訴訟の費用よりも，第一審で10%から45%，第

二審で11%から43%少ないものと推定される25。

より大きな特許事案は欧州で最も訴訟費用が高

い英国の裁判所で主に行われるため，こうした

事案にとって節約はさらに重要となる。 

 したがって，費用効果の高い方法で設けられ

れば，統一特許裁判管轄は結果としてかなりの

費用節約につながるはずである。 

 

2.2.3 前進 

 協議では，健全な訴訟取り計らいも含めて費

用効果の高い共同体特許が強く支持されたが，

同時に，欧州における現在の訴訟制度の改善に

ついても強い支持が寄せられた。2006年10月，

欧州議会はこの方針を支持し，EUでの特許付与

及び訴訟制度の改善のためのあらゆる方策を探

るよう本委員会に要請した26。この要請では，

加盟国及び共同体機関による協力を呼びかけて

いる。 

 加盟国との最近の議論において，最善の前進

方法をめぐる意見に食い違いがあることがわか

った。現在，議論が進められている意見は二つ

ある（以下のAとBを参照のこと。）。これら二つ

の意見に関する議論はこれまで加盟国の立場の

二極化を引き起こしてきており，いずれの意見

も進展する実際の可能性はないと思われる。 

 しかし，既存の訴訟の現状を改善する必要性

は問題としてまだ取り上げられていない。将来

の欧州全体にわたる特許裁判所制度（以下，「裁

判管轄」）に係るいくつかの原則に関する欧州理

事会及び特許協議における議論によりコンセン

サスが形成されてきているようである。裁判管

轄は，特許の有効性及び侵害に関する訴訟にお

ける最高の法的確実性とともに，効率的かつ費

用効果の高いものであるべきである。また，制

度の利用者に対して適切な程度の近親性を提供

すべきである。裁判管轄の多国的な性質をその

構造及び手続の共通規則に反映すべきである。 
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 したがって，第一歩として，これらの一般的

な目標及び特徴（以下のCを参照のこと）に関

する加盟国間のコンセンサス確立のための作業

を行うべきである。本委員会は，これら三つの

意見はすべて，適切に対応する必要のある特定

の法的問題を提起するものであることを認識し

ている。さらに，最終的な構造及びあらゆる妥

協の詳細については，EU法を完全に遵守しなけ

ればならない。 

 

A：EPLA 

 欧州特許訴訟協定（EPLA）案は，欧州特許に

関する統一裁判管轄を設けることを目指してい

る。1999年以降，欧州特許機関の締約国の作業

部会は，新たな国際機関「欧州特許裁判所制度」

の創設を提案するEPLA案に取り組んでいる27。 

 その狙いは，制度に参加することを望む欧州

特許条約の締約国を対象に，欧州特許に関する

訴訟のための統一制度を設けることである。欧

州特許裁判所制度は，欧州第一審裁判所，欧州

控訴裁判所及び登録機関を含み，欧州第一審裁

判所は欧州特許裁判所の本拠地に設置された中

央部門を含むことになる。しかし，欧州第一審

裁判所の地域部門は各締約国に設置される予定

である。EPLAの締約国は，主に当該加盟国によ

って助成される欧州特許裁判所の第一審（各国

最高で三つの第一審裁判所）において地方の存

在を確保すべき地域部門の設置を請求すること

ができる。欧州第一審裁判所の判決は欧州高等

裁判所に控訴されることになる。欧州特許条約

の登録機関は，地域部門に割り当てられた事案

における作業の分配を調整する責任を負う。 

 欧州特許裁判所は，欧州特許に係る侵害訴訟

及び特許の取消しのための請求又は反訴に関す

る裁判管轄を有することになる。この裁判所は

法的かつ技術的の両面で資格を有する裁判官を

備える。本質的に，欧州特許裁判所は，国内裁

判管轄内で国内特許裁判官が有するのと同等の

権限を有する。言語制度はEPOの言語制度（英

語，フランス語及びドイツ語）に基づく。 

 一部の加盟国は，進展が迅速に行われ得る手

段としてEPLA手続を理解している。これらの

国々はEPLA手続に共同体が積極的に参加する

ことを支持している。EU加盟国以外の欧州特許

条約加盟国が参加する国際条約であるEPLAは，

すでにECの法制度（「アキ・コミュノテール

（acquis communautaire）（EU法の総体）」）によ

って網羅されている主題に関係することから，

共同体の関与が必要となる28。したがって，共

同体がEPLA交渉に入れるようにするために，

EPLA手続を支持する加盟国は，本委員会が指令

を交渉し，欧州理事会がその指令を承認するこ

とを望むであろう。 

 いくつかの加盟国は，共同体の裁判管轄と並

行して新たな裁判管轄を設けることは複雑であ

り，矛盾を生み出すリスクがあると考えている。

共同体特許の構築の場合，EU全体にわたる特許

裁判所の重複につながるであろう。 

 

B：欧州特許及び共同体特許のための共同体裁

判管轄 

 一部の加盟国は，単に欧州特許のためにEPLA

を設立するよりも，欧州特許と将来の共同体特

許の両方に関する訴訟を取り扱うことができる

統一裁判所機構を設定することが好ましいと考

えている。これらの加盟国は，EC条約中の裁判

管轄取決めを利用して，欧州特許及び共同体特

許に関する特許訴訟のための特定の共同体裁判

管轄を創設することを推奨する。 

 この提案の提唱者によると，欧州特許に関す
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る共同体の司法に係る権限を付与するために，

共同体を巻き込んだ国際協定が必要となるだろ

う。そのような裁判管轄の付与は，欧州特許，

そして，構築された場合は共同体特許の有効性

及び侵害に関連する訴訟において，共同体の法

的秩序の原則の尊重を保証することを可能にす

べきである。 

 加えて，またEC第225a条を踏まえて，特許訴

訟に関する特定の司法委員会が設置されること

になる。これは，専門の裁判官を備える各加盟

国の第一審裁判所を含み，欧州第一審裁判所に

上訴が行われる。統一された手続規則が存在す

べきであり，共同体の裁判官は共同体法を適用

するだけでなく，欧州特許条約の関連条項も適

用すべきである。 

 一部の利害関係者の支持を受けたいくつかの

加盟国は，共同体の枠組み内で設立されたEU全

体の特許裁判所は実際には機能しないと考えて

いるようである。手続が非効率的かつ不適当で

あることが判明するのではないかとの心配があ

り，さらに，十分な法的資格を持たない，技術

的に教育された裁判官を指名することが可能で

あるか否かが疑われている。 

  

C：委員会の妥協案 

委員会は，オプションAとBの間の主な違いは，

EPLA案が共同体の背景状況を離れて起草され

たという事実，そして，現在のEPLA案が欧州特

許訴訟のみを取り扱っているという事実である

と考えている。これは，将来の共同体特許のた

めに個別の裁判管轄が必要であることを意味し

ている。 

 本委員会は，当初委員会が提案したように，

EPLAと共同体の裁判管轄の両方の特徴を組み

合わせた統合アプローチに基づきコンセンサス

を構築することが可能であると考えている。共

同体特許の構築は脅かされるべきではないし，

欧州における特許訴訟に関して権限を有する二

つの裁判管轄に重複が存在すべきでもない。し

たがって，この前進は，コンセンサスが形成さ

れつつある原則を契機として，加盟国と利害関

係者のそれぞれの懸念に対処する単一の裁判所

制度を考慮することになるだろう。 

 これは，欧州特許及び将来の共同体特許に関

する訴訟権限を有する統一された専門の特許裁

判所制度を構築することによって実現され得る

だろう。そのような裁判制度は，特に，特許訴

訟の特異性に関して，EPLAモデルの影響を強く

受ける可能性があるが，共同体の裁判管轄にお

いて調和のとれた統合を可能にし得る。 

 特許裁判管轄は，事案の当事者及び関連状況

に対して適切な程度の近親性が確保されるべき

である。限定された数の第一審法廷及び解釈の

統一性を確保する完全に中央集権化された控訴

裁判所を備えるべきである。既存の国内構造を

利用できる法廷は，単一の裁判制度の主要部分

を形成すべきである。この単一であるが，多国

間的な訴訟制度の文脈において，事案の割り当

ては，明確に定義されかつ透明な規則に基づく

裁判所の登録機関によって取り扱われることに

なる。これらの規則はブリュッセルI規則及びそ

の他の既存の「アキ・コミュノテール」に基づ

くことができる。 

 裁判管轄は侵害訴訟及び有効性訴訟並びに損

害賠償等の関連請求及び利害関係者のニーズに

対応する特定の訴訟手続に対して権限を持つこ

とになる。 

 控訴裁判所及び第一審法廷は，加盟国のベス

ト・プラクティスに基づく手続の共通規則の下

で機能すべきである。これは，例えば，証拠調
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べ，口頭弁論及び書面による手続，差止請求権

及び事案管理に関する，EU内の専門特許裁判所

の知識と経験を用いることによって行われる。

このような文脈において，EPLA案に関する現行

の作業は有用な要素を提供する。 

 特許裁判管轄は，完全な司法独立を享受し，

外部からのいかなる指示にも拘束されない，法

的かつ技術的な資格を有する裁判官を備えるべ

きである。 

 最後に，特許裁判管轄は，「アキ・コミュノテ

ール」及び将来の共同体特許の有効性に関連す

る問題を含めて，EU法の問題の最終決定者とし

て欧州裁判所を尊重しなければならない。 

 十分な政治的意思が存在すれば，加盟国間の

現在の違いを克服することが可能であり，統一

され統合されたEU全体にわたる特許裁判管轄

にふさわしい構造を確立することができると本

委員会は確信している。 

 

３．特許制度を改善するための支援

措置 

 質の高い法制度は必要であるものの，十分に

機能する特許制度のための十分条件ではない。

2006年の特許協議によって強調された質の重要

性と並んで，企業による自社の権利の戦略的使

用及び行使を高める必要がある。さらに，協議

はいくつかの問題を提起している。すなわち，

リスボン戦略を前進させるために，立法上のイ

ニシアティブに加えて，立法以外の関連措置を

見直し又は強化しなければならない。 

 多くの企業は，依然として自社の知的財産を

保護するための既存の可能性を完全に利用しな

いことが多いが，これは知識経済に向けたさら

なる発展を妨げるおそれがある。中小企業や大

学は，自らの発明を保護し，利用するために，

自らの特許権を使う最良の方法に気づいていな

いことが多い。このため，手頃で効果的な権利

行使に加えて，特許を含むIPRの使用を支援す

る措置が不可欠である。この措置を得て初めて，

IPR制度は発明への投資を最適化するために必

要な程度の保護を提供することができる。以下

に説明されるいくつかの支援措置は，技術革新

戦略に関する本委員会の最近の文書29において

より詳しく扱われており，今度のIPR戦略に関

する文書もまた，本件に取り組むことになって

いる。 

 

3.1 特許制度の質，費用及び効率性 

 欧州特許の質は，一般的に，世界の他の地域

と比較して高いとされているが，2006年の協議

に参加した諸国は，厳格な審査，先行技術調査

及び特許性判断基準の徹底した適用の重要性を

強調している。しかし，急上昇している特許需

要は質の低い特許付与の増加をまねく可能性が

あるという懸念を引き起こしている。これは，

欧州において「特許の藪30」及び「特許トロー

ル31」の出現を導く可能性のある理由の一つで

ある。EUの質の高い制度は，欧州における技術

革新の妨害及び破壊的行為を防ぐために欠かせ

ない手段である。 

 質の問題と並んで，付与にかかる費用と時間

の問題の両方に取り組むための努力を継続しな

ければならない。費用については，特に中小企

業のために，日本及び米国との格差を著しく削

減しなければならない。付与に要する時間につ

いては，欧州特許の付与又は拒絶までの平均時

間を，「1999年パリ政府間会議」32において欧州

特許庁の締約国間で合意されたように三年に短

縮することを目指すべきである。特許に対する

需要が高まり続けていることを考えると，審査
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済みの権利の時宜を得た付与が特に重要である。

例えば， 2004年から2005年に出願された特許件

数は7.2%増えて約19万3千件33であり，2006年に

は特許協力条約の下で，前年比で6.4%となる記

録的な14万5千件の出願が受理されたと欧州特

許庁は報告している34。今後も同様の成長レベ

ルが繰り返されると，約10年で総出願件数は二

倍になるであろう。 

 特許に対する需要の高まり，審査官の負担の

増大及び技術開発の進歩ともに，欧州の特許庁

が一緒に，例えば，審査結果の相互利用に取り

組み，付与された特許の高い質を維持する努力

を行うことが重要である。したがって，本委員

会は，EPOの管理理事会が設立した作業委員会

により作成された「欧州品質管理制度に関する

基準」等の，最近の品質改善イニシアティブを

歓迎する。これは，質の高い特許権を維持し，

問題のある分野に取り組むための理想的な手段

を提供する。 

 

3.2 中小企業のための具体的な支援 

 中小企業は質の高いアドバイスを十分に受け

られないため35，又は特許取得費用が高いため

に，特許化したり，他のIPRを使用したりしな

いとの指摘がある。特許取得を選ぼうと，その

他の形式のIPR保護を選ぼうと，中小企業が詳

細な情報を得た上で決断を行うことができる十

分な知識を持つことが不可欠である。 

 したがって，欧州の特許戦略には，特に中小

企業を対象に，特許制度の有利性及び利益を強

調しつつの啓蒙活動を含まなければならない。

調査と技術革新に関する文書36でまとめられた

ように，本委員会は，利害関係者とともに，中

小企業を支援するためにはどのような措置をと

ることが最良であるかを確認することにより，

知的財産権の使用を促す方針である。これは既

存の支援サービスをより良く活用する問題であ

るが，中小企業の実際のニーズにより適した新

たなサービスを作ることでもある。本委員会は，

PRO INNO欧州イニシアティブの下で，特に特

許取得に重点を置いて，これらの問題について

の知識を中小企業の間に広めることを目指した

プロジェクトを立ち上げたところである。本委

員会はまた，権利の登録及び行使を改善し，不

正使用と闘いながら，中小企業の間でIPR問題

に係る関心と知識を著しく高めることを目指し

て，三年間のIPR啓蒙・権利行使プロジェクト

を実施する目的で，「競争及び技術革新枠組み計

画（CIP）」に基づく提案の呼びかけも開始して

いる。費用の問題については，最も著しい進展

は，言うまでもなく，共同体特許の導入からも

たらされるであろう37。 

 

3.3 知識の移転 

 一般に，知識の移転において欧州は遅れてお

り，その能力を高めるべきであると感じられる。

特に，欧州の異なる国の企業間での国境を越え

た知識の移転，及びEUの公的研究機関38（例え

ば大学）と業界との間の知識の移転39を向上す

る必要がある。 

 本委員会は，欧州の公的研究センターと業界

との間の知識の移転の改善に関する文書を提示

し40，さらに（任意の）グッド・プラクティス・

ガイドラインを添付している。これは，既存の

管理障壁の撤廃に貢献し，研究開発成果の所有

及び活用に関する指針を提供することになり，

関連するIPRと公的研究機関の基本目標とが最

適な形で組み合わせられることになる。特に，

本文書は公共部門の研究者と業界との間の相互

関係を高め，欧州における知識の移転サービス
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の向上を行うことを提案している。 

 

3.4 特許権の行使 

 特許を活用するための適切な法的枠組み及び

インセンティブは，手頃で効果的な行使によっ

て補完される必要がある。権利者は，申し立て

られた侵害に対して自らの特許を行使するため

の十分な法的資源及び資金源を持たない場合が

多い。さらに，世界経済において，欧州の企業

がEU領域外で自らの権利を十分に行使できる

ことが重要である。他方で，大手業界から不当

に特許侵害で訴えられた場合，特に中小企業は

活動を続けるのが困難であると感じ，自らを守

るためにより簡単で安い方法を探す。 

 

3.4.1. 裁判外紛争解決手段（ADR） 

 従来の国境を越えた特許紛争での訴訟は，複

数の裁判管轄において複数の手続を伴い，長期

間にわたる手続，矛盾した結論そして高い訴訟

費用というリスクを抱えている。上記のEU全体

の特許裁判管轄は，これらすべての点で欧州に

おける状況をかなり改善することになる。 

 当事者，特に中小企業は，自らの特許及びそ

の他のIPR紛争を解決するために，裁判以外の

より安価で効果的な方法を常に探している。し

たがって，国内外の視点から，裁判外紛争解決

（ADR）制度を確立するための努力が行われて

おり，求められていない場合，当事者は司法救

済を求める前に調停，和解又は仲裁を行うよう

奨励される。 

 2006年の特許協議に提出された回答では，多

くの利害関係者，特に中小企業が欧州における

将来の特許展望にADR方法を導入する問題を

提起している。世界知的所有権機関の仲裁及び

調停センター等の既存の制度の活用から，「固有

の」共同体裁判外紛争解決制度の設計まで，提

案は多岐に渡る。 

 本委員会は2004年10月に民事及び商事問題に

おける特定の側面に関する指令に係る提案41を

既に行っているが，IPR分野，特に特許問題に

関して，ADR制度の実用性及び付加価値につい

てさらに審理する方針である。この審理では，

特許紛争を含む，知的財産紛争の具体的な特徴

に対応する上で，ADRが潜在的な利益をもたら

すと思われる時間及び費用の面で見込まれる節

約について重点を置くことになる。 

 

3.4.2. 特許訴訟保険 

 中小企業が特許訴訟を利用したり，その際に

十分な防御を行ったりすることを確保するため

の一つの可能な手段は，特許訴訟保険（PLI）で

あると思われる。しかし，民間部門における保

険計画を提供する試みは，これまでほとんど成

功していない。 

 本委員会サービスは，2001年にPLIに関する研

究を委託し，追跡調査が2006年6月に発表された。

最近の研究に関する公開協議は2006年12月31日

に終了し，寄せられた28の回答は現在分析が行

われている。しかし，追跡調査で提案された義

務的制度に対する利害関係者の全体的な反応は

懐疑的なものであるとの結論をすでに出すこと

ができよう。 

 

3.4.3 国際的な側面 

 IPRの行使は，依然として国際レベルでの主

な問題である。OECDが実施した主要な研究の

予備段階での結果によると，2004年に国際的に

取引された模倣品及び海賊版の価値は1,400億

ユーロであったことが判明している42。EUで広

く行き渡っている水準まで国際基準を高めるた
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注 

めの取組がすでにかなり行われているが，本委

員会は，EU外の領域において，特許権者を含め

た権利者を保護するための優先措置に引き続き

重点を置く予定である。 

 G8主要先進工業国のドイツ総裁は，最近，世

界レベルでIPRを促進するためのスリー・トラ

ック・アプローチを提案した。このアプローチ

は，権利行使に係る活動にG8諸国のビジネス業

界を関与させ，新興経済国（ブラジル，中国，

インド，メキシコ及び南アフリカ）のO5グルー

プを今度のハイリゲンダム首脳会議での「建設

的な対話」に加えることにより，2006年7月16

日のIPR海賊版・模倣品撲滅に関するサンクト

ペテルブルグ声明43の実施を進展させ，可能で

あれば，2007年に最終承認を行うことから成る。 

 さらに，現在のEU議長は大西洋横断関係を最

優先事項の一つにしている。「大西洋横断経済パ

ートナーシップ」に関する新たなイニシアティ

ブは，特にIPRの保護を対象とする。これは，

EUと米国が第三国における海賊版及び模倣品

を撲滅するための行動戦略を開始した，2006年6

月にウィーンで開催されたEU・米国の首脳会議

等，既存のイニシアティブを基に構築されるこ

とになる。 

 本委員会は，知的財産を保護するための共同

努力を含め，共同体の国際的パートナーとの規

制的及び非規制的な対話を改善する必要がある

という見解を共有する。IPRの保護並びに模倣

品及び海賊版との闘いは，国際的に強化されな

ければならない。 

 

４．結論 

本委員会は，欧州が技術革新の可能性を実現

させる場合に，特許制度の改善が不可欠である

と強く確信する。このため，本委員会は，欧州

における特許制度の改革の前進に向けた提案を

提示し，本文書において支援措置を提案してい

る。本文書の目的は，加盟国がこの問題に関す

るコンセンサスと真の進歩を目指して努力する

よう促すために，欧州における特許制度に関す

る議論を再び活性化することである。共同体特

許を実現すると同時に，既存の断片的な特許訴

訟制度を改善することは，特許制度を極めて利

用しやすいものにし，特許制度に利害関係を持

つすべての当事者にとって費用節約をもたらす

ことになる。現行の制度の質と効率性を維持し，

必要に応じて改善するための並行支援措置は，

中小企業の利用を高めるための目標措置ととも

に，欧州の特許制度が欧州における技術革新と

競争力を高める役割を果たすことを確実にする

はずである。EUはIP問題の啓発と，その適切か

つバランスのとれた行使を高めるために，国際

的なパートナーとも積極的に関与しなければな

らない。具体的な活動を合意するための基礎を

加盟国に提供することにより，本委員会は他の

分野，特に共同体特許及び訴訟制度に関して，

特許改革の進展のための確かな基礎を提供する

ことを目指している。 

 本委員会は，欧州理事会及び欧州議会と協力

し，前進するためのコンセンサスを構築するた

めに行動することになる。広いコンセンサスが

得られた場合，本委員会は合意された戦略を実

施するために必要な措置を講じ，関連する提案

を行うことになるであろう。 
 

） 

 1 デンマーク，フランス，ドイツ，ハンガリー，イタリ

ア，オランダ，スペイン及び英国。 
 2 Gambardellea et al., Study on patents:"What are patents 

actually worth? - the value of patents for today's economy 
and society", available at http://ec.europa.eu/internal_ 
market/indprop/docs/patent/studies/final_report_lot2_en. 
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